
令和５年３月１０日公布 

我孫子市規則第１０号 

押印を求める手続の見直し等に伴う関係規則の整備に関する規則  

 

（我孫子市都市計画公聴会規則の一部改正）  

第１条  我孫子市都市計画公聴会規則（昭和４７年規則第１５号）の一部を次

のように改正する。  

改正後  改正前  

（趣旨）  （趣旨）  

第１条  この規則は、都市計画法（昭

和43年法律第100号）第16条第１項の

規定により市長が開催する我孫子市

都市計画公聴会（以下「公聴会」と

いう。）の運営等に関し必要な事項

を定めるものとする。  

第１条  この規則は、都市計画法（昭

和43年法律第 100号）第16条の規定に

より市長が開催する我孫子市都市計

画公聴会（以下「公聴会」という。）

の運営等に関し必要な事項を定める

ものとする。  

（公告）  （公告）  

第２条  略  第２条  略  

２  前項に規定する公告は、我孫子市

広報に登載して行う。  

２  前項の公告は、我孫子市広報に登

載して行う。  

（記録の作成等）  （記録の作成等）  

第８条  略  第８条  略  

２  前項の記録には、次に掲げる事項

を記載し、議長が署名しなければな

らない。 

２  前項の規定による記録には、次に

掲げる事項を記載し、議長が署名及

び押印を行わなければならない。  

(1)から(5)まで 略  (1)から (5)まで  略  

 （我孫子市財務規則の一部改正）  

第２条  我孫子市財務規則（昭和６２年規則第９号）の一部を次のように改正

する。  

改正後  改正前  

（建物の取壊し）  （建物の取り壊し） 

第 257条 財産管理者は、その所管に属第 257条  財産管理者は、その所管に属



する建物について取壊しを必要とす

るときは、建物取壊し決議書（第 137

号様式）により、市長の決定を受け

なければならない。  

する建物について取り壊しを必要と

するときは、建物取り壊し決議書（第

137号様式）により、市長の決定を受

けなければならない。  

２  略  ２  略  

  第１１号様式（その１）及び第１２号様式（その１）中  

 「課長氏名      印」を削る。  

第１１３号様式中「印」を削る。  

第１１４号様式中「印」を削り、「下記」を「次」に改める。  

第１１５号様式中「印」を削る。  

第１１６号様式中「下記」を「次」に改める。  

第１１７号様式中  

 「    年  月  日付けで寄附申出のありました下記の財産を受  

け入れしますので登記に必要な書類を提出して下さい。  

                記                」を  

 「   年   月   日付けで寄附申出のありました次の財産を受け入  

れますので登記に必要な書類を提出してください。        」に

改める。  

第１１８号様式、第１２１号様式から第１２４号様式まで及び第１２６号

様式中「印」を削る。  

第１２８号様式中「貸し付け」を「貸付け」に、「にあたつては」を「に

当たつては」に改める。  

第１２９号様式中「印」を削り、「貸し付けして」を「貸し付けて」に、

「うかがいます」を「伺います」に改める。  

第１３１号様式及び第１３２号様式中「印」を削る。  

第１３４号様式中「にあたつては」を「に当たつては」に改める。  

第１３５号様式中「印」を削る。  

第１３７号様式中「建物取り壊し決議書」を「建物取壊し決議書」に改め、

「印」を削り、  

  



「下記のとおり建物を取壊してよろしいか伺います。  

              記          」を  

「次のとおり建物を取り壊してよろしいか伺います。  」に、「取壊す」を

「取り壊す」に改める。  

第１４８号様式中「印」を削り、「き損」を「毀損」に改める。  

第１４９号様式中「印」を削り、  

 「下記のとおり物品の分類替をしてよろしいか伺います。  

                             記」を  

「次のとおり物品の分類替をしてよろしいか伺います。    」に改める。 

第１５１号様式中「印」を削り、  

「下記のとおり物品を所管換してよろしいか伺います。  

                             記」を  

「次のとおり物品を所管換してよろしいか伺います。        」に改める。 

第１５２号様式中「印」を削り、  

「下記のとおり物品を所管換したので、現品受領のうえ受領書を提出  

して下さい。  

     （下記物品を     年    月   日受領しました。）  

記   」を  

「次のとおり物品を所管換したので、現品受領の上、受領書を提出  

してください。  

（次の物品を     年    月   日受領しました。）」に  

改める。  

第１５４号様式中「印」を削り、  

「下記のとおり不用の決定をしてよろしいか伺います。  

                           記」を  

「次のとおり不用の決定をしてよろしいか伺います。     」に改める。 

第１５５号様式中「印」を削り、  

「下記のとおり処分の決定をしてよろしいか伺います。  

                            記」を  

「次のとおり処分の決定をしてよろしいか伺います。     」に改める。 



 第１５６号様式中  

「下記の物品を貸して下さい。     

                 記」を  

「次の物品を貸してください。    」に、「借り受け」を「借受け」に改

める。  

第１５７号様式中「印」を削り、  

「下記のとおり貸し付けてよろしいか伺います。  

                   記    」を 

「次のとおり貸し付けてよろしいか伺います。 」に、「貸し付けの」を「貸

付けの」に改める。  

 第１５８号様式中  

「下記のとおり物品を貸し付けます。  

                   記」を  

「次のとおり物品を貸し付けます。   」に、「貸し付けの」を「貸付け

の」に改める。  

 第１５９号様式中  

「下記のとおり物品を借用しました。  

                  記    」を  

「次のとおり物品を借用しました。     」に、「借り受け」を「借受

け」に改める。  

第１８２号様式中「○印 」を削り、  

「下記のとおり不動産を借り受けてよろしいでしようか。  

              記           」を  

「次のとおり不動産を借り受けてよろしいか伺います。」に改める。  

第１８３号様式中「○印 」を削り、  

「下記の理由により借受不動産に係る契約を変更してよろしいでしよ  

うか。  

                 記               」を  

「次の理由により借受不動産に係る契約を変更してよろしいか伺いま  

す。                            」に改



める。  

第１８４号様式中  

「我孫子市財務規則第３０３条の規定により、   の検査を下記のと  

 おり実施します。  

                記               」を  

「我孫子市財務規則第３０３条の規定により、   の検査を次のとお  

 り実施します。                       」に改

める。  

第１８６号様式及び第１８７号中「○印 」を削り、「き損」を「毀損」に改

める。  

（我孫子市消防団員被服等貸与規則の一部改正）  

第３条  我孫子市消防団員被服等貸与規則（平成３年規則第４号）の一部を次

のように改正する。  

別記様式中「取扱者印」を「取扱者」に改める。  

（我孫子市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則の一部改正）  

第４条  我孫子市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則（平成６年規則第

２３号）の一部を次のように改正する。  

様式中「○印 」を削る。  

（我孫子市における建築基準法に基づく意見の聴取に関する規則の一部改

正）  

第５条  我孫子市における建築基準法に基づく意見の聴取に関する規則（平成

２３年規則第４５号）の一部を次のように改正する。  

改正後  改正前  

（意見の聴取の放棄）  （意見の聴取の放棄）  

第７条  略  第７条  略  

２  前項の規定による場合における意

見の聴取は、調査に当たった職員が

作成した調書を、意見の聴取を主宰

する者（以下「主宰者」という。）

２  前項の規定による場合における意

見の聴取は、調査に当たった職員の

署名押印した調書を、意見の聴取を

主宰する者（以下「主宰者」という。）



により指名された職員が朗読して行

うものとする。  

により指名された職員が朗読して行

うものとする。  

 

附 則  

（施行期日）  

１  この規則は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和５年

４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この規則の施行の際、この規則による改正前の次の各号に掲げる規則の規

定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な調整をし

た上、なお当分の間、使用することができる。  

（１）  我孫子市財務規則  

（２）  我孫子市消防団員被服等貸与規則  

（３）  我孫子市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則  


